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令和２年度 １２月補正予算（追加）案の概要 

 

 

 

１ 総  括 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、酒類の提供を行う飲食店、及び

カラオケ店の事業者に対して営業時間の短縮を要請することに伴い、協力金を支給す

ることに要する経費について補正予算を編成した。 

 

 

２ 補正予算の規模 

  一般会計                    １９億４，２８３万２千円 

  （補正後累計                          ２兆３，１０３億３，２９７万６千円） 

 

 

３ 内  容 

  営業時間短縮要請に係る「埼玉県感染防止対策協力金」の支給 

   ・支給対象：さいたま市大宮区、川口市及び越谷市において、要請期間中、営業時間

の短縮に全面的に協力した店舗（「酒類の提供を行う飲食店」、「カラオ

ケ店」）を運営する事業者 

   ・要請期間：１２月 ４日（金）午前 ０時から 

         １２月１７日（木）午後１２時までの１４日間 

   ・営業時間：午前５時から午後１０時まで 

   ・支 給 額：１店舗当たり２８万円 

 

 

４ 財  源 

  ・ 国庫支出金                   １３億９，４２６万５千円 

  ・ 繰入金                      ５億４，８５６万７千円 

 


